年　　　月　　　日

　　　　　　　　　
JGAP個別認証審査【畜産】申請書

エス・エム・シー株式会社

代表取締役　村田　知　行
申請者　　　　　〒
住所
　　　　　　会社名
申請者氏名　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
JGAP認証審査について、下記のとおり申請します。

記
	１．認証を受ける施設の情報

	　ふりがな
	

	(1)名称


	

	ふりがな
	

	(2)所在地

	〒
※認証の対象となるすべての農場所在地をご記入ください

	　　連絡先
	TEL:

	(3)JGAP登録番号

	　L
（※取得済みの場合、Lから始まる番号をご記載ください）

	(4)JGAP責任者名

	

	(5)担当者名
　連絡先
	TEL:　　　　　　　　E-mail（必須）：
※審査関連のご連絡は、ご記載のメールアドレスに
SMC-GAP＠swine-smc.co.jpよりお送りさせていただきます。

	（6）送付先住所
※関連書類送付先にご指定がございましたらご記入ください。
	〒

	（7）送付先氏名
※関連書類送付先にご指定がございましたらご記入ください。
	


※（１）名称、（２）所在地は認証書に記載されます。
※（６）送付先住所（７）送付先氏名にご指定がなければ申請者様宛に送付いたします。
	２．　認証を受ける商品（品目・出荷の形態）☑

	□乳用牛
	□生乳
	□肉用牛
	□豚

	□採卵鶏
	□鶏卵
	□肉用鶏
	

	農場規模
	乳用牛：搾乳牛　　　　　頭
肉用牛：肥育牛　　　　　頭

豚：母豚　　　　　　頭　肥育豚　　　　　　頭
採卵鶏：成鶏羽数　　　　　　　　　羽
肉用鶏：飼養羽数　　　　　　　　　羽

	年間出荷数
	乳用牛：生乳出荷乳量　　　　　　　t　
肉用牛：肥育牛出荷頭数　　　　　　　　　頭
豚：肥育豚出荷頭数　　　　　　　頭
採卵鶏：鶏卵　　　　　　　tまたは個
肉用鶏：出荷羽数　　　　　　　　羽

	３．　認証を受ける生産工程カテゴリー　（当てはまるものすべてに☑）

	□飼養・畜産物取扱い工程
	□自給飼料生産工程
(□農薬使用　□農薬使用なし)
栽培作物名：
自給飼料生産工程対象畜種
(□乳用牛　□肉用牛　□豚　□採卵鶏　□肉用鶏)

	４．審査のタイミング

	□初回
	□維持
	□更新
	□認証機関の変更

	５．適合性を審査する基準

	□JGAPと農場HACCP認証基準との差分に関する文書　畜産　2022_2
□JGAP農場用管理点と適合基準　畜産　2022_2

	６．審査希望時期　書類提出日より1～1.5ヵ月後、また有効期限より4週間前の日程にてご検討ください

	第1希望：　　　　年　　　月頃　または　　　　　年　　　月　　日
第2希望：　　　　年　　　月頃　または　　　　　年　　　月　　日
実地審査ご希望日程の1ヵ月前までに申請書類一式のご提出をお願いいたします

	７．指導者

	JGAP関連指導者名：
	

	８．実地審査参加予定者（※原則非公開となります）

	氏名および所属：
	

	９．部外者農場入場ルール等あてはまるものに☑およびご記入をお願いします。
(審査員が入場する際の防疫ルール、移動方法など)

	【防疫ルール】
ダウンタイム（海外渡航を除く検疫期間）
□特になし（飼養衛生管理基準に準ずる）
□同畜種で　　日
（シャワーイン　□有　□無　　下着持ち込み　□要　□不要）
その他入場ルール：
※当日は衛生管理区域への入場をいたします。審査員用の防護服・ブーツカバーの送付について下記にチェックをお願いいたします。

（防護服およびブーツカバーの送付　　□要　□不要）
【当日移動方法】
審査前日は農場様周辺の宿泊施設に宿泊いたします。
送迎　□有　□無　　※無の場合はレンタカー等にて移動いたします。
送迎いただく場合の詳細につきまして、ご記載をお願いいたします。
・お時間（　　時　　分）
・お待ち合わせ場所：□宿泊施設　□最寄り駅（　　　駅）□その他（　　　　）

	１０．対象農場組織情報

	１）労働者に関する情報
　□労働者はいない
　□労働者を雇用している
　（常時雇用　　人　臨時雇用　　人　外国人労働者　　人　障害者　　　人
　　その他　　　　）
（労働者の住込住居（寮など）　□有　　　　□無）

	２）外部委託の有無
□無
□有：輸送工程
委託先名称：　　　
所在地：
　連絡先：
□有：飼養工程その他

委託内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
委託先名称：　　　　　　　　　　　
所在地：
連絡先：
　



	１１．申請書類確認
下記文書一式を実地審査ご希望日程の約1ヵ月前までにご提出いただきますようお願いいたします。

	□申請書
□同意書（押印原本）
□農場HACCP認証書写し（差分審査のみ）

□管理点1.1　畜舎の情報
（記載内容：各施設名、所在地、床面積、収容頭(羽)数、飼養畜種）

□管理点1.1　畜産物取り扱い施設の情報　※乳用牛と採卵鶏のみ

（記載内容：施設名、所在地、取扱い品目）

□管理点1.1　倉庫の基本情報
（記載内容：名称、所在地、主要保管物：飼料、動物用医薬品、肥料、燃料等）

□管理点1.1　家畜排せつ物処理施設の情報
（記載内容：施設名、所在地、床面積、処理方法）

□管理点1.1　草地等の情報　※自給飼料生産工程が対象となっている場合

（記載内容：名称、所在地、面積、作付けする飼料作物名）
□管理点1.2　上記施設の配置がわかる全体図（草地および農場レイアウト図）

□管理点2.1　農場組織図
（記載内容：経営体系、各責任者がわかるもの）
□管理点2.4　自己点検記録（すべての管理点を確認したことがわかるチェックリスト）

□管理点2.4　自己点検是正処置完了記録
（自己点検の結果不適合だった項目の改善記録）

□管理点7.2　生産工程を文書化したもの（フロー図等）

□管理点7.3　生産工程におけるリスク管理（評価）を文書化した書類

□管理点L1.4　アニマルウェルフェアチェック表（直近の記録）



	１２．維持審査書類審査用申請書類確認
※初回、第1回目の維持審査、更新審査申請時はご提出の必要はございません。
※前回の更新審査日に是正処置を必要とする不適合の指摘がなかった場合、維持審査を書類審査にかえることができます。「11.申請書類」とともに下記文書をあわせてご提出ください。

	□管理点2.5　経営者による見直し結果および責任者への改善指示記録
□管理点4.1　前回の審査以降の新規採用者の人数と教育訓練の記録
（期間限定雇用者も含みます）
□管理点5.2　外部委託先の点検記録
（点検内容の結果、不適合事項の改善記録がわかるもの）

□管理点6.2　トレーサビリティの見直しまたはトレーステストの記録

□管理点6.4　商品に関する苦情・異常への対応記録

□管理点9.2　労働安全に関するリスク評価と対策の見直し記録

□管理点10.1　設備・機械および運搬車両リスト

□管理点10.1　設備・機械および運搬車両点検記録（外部点検記録も含みます）

□管理点L1.2　飼養衛生管理基準の遵守状況確認記録
（獣医師・家畜保健衛生所からの指導内容の記録も含みます）

□管理点L1.6　輸送に関するアニマルウェルフェアチェック表

□管理点M3　バルククーラー温度表示・温度計の点検記録（乳用牛、生乳のみ）

□管理点F5.1　農薬の使用記録（農薬の使用がある場合）


同意書
エス・エム・シー株式会社

代表取締役　村田　知　行
「JGAP農場用管理点と適合基準　畜産2022」（2022版の修正含む）に基づいたJGAP認証（家畜・畜産物、畜産）の認証申請に当たり、下記の事項について同意します。

１．エス・エム・シー株式会社被認証農場への要求事項に対する細則（2017発-JGAP
-12号）に掲げる事項

２．審査に必要な文書による調査、施設への立入り、記録の閲覧及び面談のための用意を行い誠実に対応すること
３．エス・エム・シー株式会社が認証申請の範囲内で審査のために必要な情報を求めたときは、速やかに提供すること
４．申請書内容に変更があった場合は、遅滞なく変更内容を報告すること
　　また内容に齟齬があることが確認された場合、協議の上、エス・エム・シー

株式会社の指示に従うこと
５．審査に関わる具体的な内容などについて、エス・エム・シー株式会社の承諾を得ることなく第三者に公開しないこと

　　　年　　月　　日

申請者　　氏名　　　　　　　　　　　印
2017発-JGAP-12号

被認証農場への要求事項に対する細則

（目的）
第１条 エス・エム・シー株式会社が行うJGAP審査・認証業務が、公平で、適切に且つ円滑に行われるために、認証における規程について、被認証農場への要求事項を定める。

(被認証農場の権利)

第２条 被認証農場および申請者は、当認証機関より審査と認証についての手順の記述文書、認証のための要求事項の記述文書ならびに認証された被認証農場の権利および義務についての記述文書の提供を受ける権利を有する

２ 申請農場は認証の判定結果に関する通知を受ける権利を有する

３ 被認証農場は、認証された場合は当認証機関より認証書を受けることができる

４ 被認証農場は、認証された場合は当認証機関の認証番号が入ったJGAP認証マークを有効期限中使用することができる

５ 被認証農場は、当認証機関の認証書、広告物および認証された活動にかかわる書

類などに、認証されていることについて言及することができる

６ 被認証農場および申請農場は当認証機関の認証に関する判定結果に異議がある

場合は、当認証機関に異議申立てを行うことができる。

（被認証農場の義務）

第３条 認証基準に規定された各要求事項に適合すること

２ 認証に係る事項が認証の技術的基準に適合するように維持すること。

３ 認証審査の実施に必要なすべての準備を行う

この準備には、当認証機関が行う認証審査、定期審査、再審査、更新審査および苦情および異議申立て解決のために必要な、文書の調査、並びに現場への立ち入り、記録の閲覧および当認証機関との面接のための用意を含む

４ 認証対象範囲以外の業務および活動を認証されていると表明しない

５ 認証に基づく権利を当認証機関の評価を損なうような方法で利用してはならない。また、認証の対象となった認証範囲についてのみ認証されていることを表明するものとし、当認証機関が、誤解を招いたり、認めた範囲を逸脱すると考えるような認証に関する表明を行ってはならない

６ 認証の一時停止又は取消しを受けた場合は、認証を引用しているすべての宣伝および広告を中止し、認証書を返却しなければならない

７ 認証の使用は、認証基準に適合していると認証されていることを示すためのみに使用しなければならない。

８ 認証書、報告書、認証マークおよびそれらの一部であっても、認証基準や認証書の範囲を逸脱するような認証に関する表明（エス・エム・シー株式会社が認証した農場以外の加工品等や法人、個人等が認証を取得しているような広告、宣伝など）を行うことはできない。

９ 文書、パンフレットまたは宣伝および広告などの媒体で認証されていることに触れる場合には、当認証機関の要求事項に従う。

１０ 認証審査結果の如何にかかわらず、当認証機関が請求する料金を支払う。また、認証された後は、認証維持のための料金を支払わなければならない（臨時審査、維持審査を含む）

１１ 認証に使用された規格の要求事項の継続に影響を与える可能性のある事項（地位または所有権、組織、連絡先、活動範囲、の重要な変更）があった場合は遅滞なく書面をもって通知する。

(反社会的勢力でないことの確約)

第４条 現在、暴力団員・暴力団準構成員・総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。

２ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは当認証機関の業務を妨害する行為等を行わないこと。

３ 上記のいずれかに該当する行為をし、または虚偽の申告をしたことが判明した場合には、認証の取り消しとなり、異議申立はできない。

(認証マーク等の表示の使用許諾の条件および範囲)

第５条 被認証農場は、前条に適合している限りにおいて、本認証有効期間中、認証の対象となった農場のみにおいて、認証マーク等および付記事項の表示の使用について許諾されるものとする。JGAPマークの使用については、日本GAP協会のJGAPマーク使用の細則に準ずることとする。

(認証料金)

第６条 書類審査と実地審査含め審査員１名あたり日額請求とする。

２ 交通費および宿泊費は別途請求とする。

附 則

この細則は、代表取締役の承認のあった日（2017年6月1日）から施行し、実施する。
エス・エム・シー株式会社
〒243-0215　神奈川県厚木市上古沢1816
TEL:046-248-7720　FAX:046-248-7721
E-mail;SMC-GAP@swine-smc.co.jp
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